
教壇に立つ前に、免許の再授与申請が必要な方もいます。詳しいところは、次の

ホームページをごらんください。 

「北海道教育委員会トップ」→「よく見られるページ」内「教員免許」 

 → ○免許状の有効期限が経過し、「失効」した免許状に係る再授与手続  

→教員免許更新制の発展的解消に伴う教員免許状の再授与手続に係る Q&A  

 道内公立学校の期限付教員を希望される方は、次のページに登録をお願いします。 

→北海道教育庁代替教職員等応募・任用システムのホームページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご存知ですか？ 

令和４年７月１日から、教員免許更新制

が廃止され、免許の更新講習を受ける必

要がなくなりました！ 

それが何だって言うのよ！私には関係ないし・・・・ 

関係大ありです！ 

教員免許を取得した人は、有効期限が切れても、更新講習

を受けずに、学校の先生になることができるのですよ！ 

あなたも教員免許持っていたじゃないですか？ 

先生か・・・。チャレンジしてみようかな？ 

えーっ！私の免許は 10 年以上も前にとったもの

で、先生の経験もないのよ。 

そんな私もすぐに先生になれるの？ 

今、教員不足が深刻な状況となっていて、北海道でも代替

の先生がなかなか見つからない状況です。 

あなたも、この機会に先生やってみませんか？ 

教員免許の更新講習を受ける制度がなくなりました！ 

～お持ちの教員免許で期限付教員として勤務してみませんか?～ 

 

 

 

 

 

 

発行元：北海道教育庁教職員局教職員課人事制度・免許係 

電話番号：011-204-5718 

 

仮に教員免許が失効していても、必要な書類を添付して再

授与申請を行うだけで、有効期限のない教員免許状が授与

されます！（一部例外はあります。） 

https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/fs/6/3/4/9/7/0/7/_/%E6%95%99%E5%93%A1%E5%85%8D%E8%A8%B1%E6%9B%B4%E6%96%B0%E5%88%B6%E3%81%AE%E7%99%BA%E5%B1%95%E7%9A%84%E8%A7%A3%E6%B6%88%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3%81%86%E6%95%99%E5%93%A1%E5%85%8D%E8%A8%B1%E7%8A%B6%E3%81%AE%E5%86%8D%E6%8E%88%E4%B8%8E%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8BQ&A.pdf
https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksi/oubo-ninyousisutemu.html

